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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原水を浄化する浄水カートリッジと原水または浄水を電気分解する電解槽とを有する装
置本体と、浄水を吐出する際に水が流れる浄水水路と電解水を吐出する際に水が流れる電
解水水路とを有する水路と、を備える水処理装置において、
　前記水路に、前記浄水水路と電解水水路のいずれかを選択する水路切替手段を設けると
ともに、前記電解水水路に、当該電解水水路内を流れる水の流量を調節する流量調節手段
を設け、
　前記水路切替手段を前記装置本体内に設け、
　前記浄水カートリッジを前記電解槽の上流側に配置し、
　前記浄水水路と電解水水路とを前記装置本体内の前記浄水カートリッジよりも上流側で
合流させたことを特徴とする水処理装置。
【請求項２】
　前記装置本体に、前記水処理装置の動作状態を制御する制御部を設けるとともに、当該
制御部に接続させて前記水路切替手段の位置を検知する検知手段を設けたことを特徴とす
る請求項１に記載の水処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水道水等の原水を浄化処理や電解処理して、生成された処理水を供給する水
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処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、家庭用の水処理装置として、浄水器やアルカリイオン整水器等を台所や厨房等の
流し台に設けられた水栓に付設し、電解水やミネラル水、または浄水等の所定の処理水を
生成するものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この特許文献１に記載の水処理装置は、電解水モードと浄水モードとの切り替えが可能
となっており、原水が供給される吸水路をカートリッジに接続するとともに、当該吸水路
の途中に内部にオリフィス等の抵抗体を有する定流量弁を取り付けることで、浄水カート
リッジ以降の水路内の水圧が過剰に高まってしまうのを抑制している。
【特許文献１】特開２００６－２４７５５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら上記従来の水処理装置においては、電解水モードと浄水モードとで水路内
を流れる水の流量がほぼ同一になっているため、浄水の吐出流量を大きくすると、電解槽
のサイズを大きくして電解水生成機能を高める必要がある。また、電解槽のサイズを小さ
くすると浄水の吐出流量を少なく設定せざるを得ず、装置の使い勝手が悪化してしまう。
【０００５】
　そこで、本発明は、浄水流量の低下を抑制しつつ小型化を図ることのできる水処理装置
を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１の発明にあっては、原水を浄化する浄水カートリッジと原水または浄水を電気
分解する電解槽とを有する装置本体と、浄水を吐出する際に水が流れる浄水水路と電解水
を吐出する際に水が流れる電解水水路とを有する水路と、を備える水処理装置において、
前記水路に、前記浄水水路と電解水水路のいずれかを選択する水路切替手段を設けるとと
もに、前記電解水水路に、当該電解水水路内を流れる水の流量を調節する流量調節手段を
設け、前記水路切替手段を前記装置本体内に設け、前記浄水カートリッジを前記電解槽の
上流側に配置し、前記浄水水路と電解水水路とを前記装置本体内の前記浄水カートリッジ
よりも上流側で合流させたことを特徴とする。
【００１０】
　請求項２の発明にあっては、請求項１に記載の水処理装置において、前記装置本体に、
前記水処理装置の動作状態を制御する制御部を設けるとともに、当該制御部に接続させて
前記水路切替手段の位置を検知する検知手段を設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１の発明によれば、電解水モード選択時に、電解槽に流入する水の流量を、当該
電解槽による電解水の生成能力に応じた流量となるように制限することができるため、電
解槽の小型化を図ることが可能となり、水処理装置の小型化を図ることが可能となる。
【００１２】
　また、部品点数の増加を抑えるとともに構成の簡素化を図ることができ、製造コストの
削減を図ることができる。
【００１３】
　請求項２の発明によれば、水処理装置の浄水モードと電解水モードいずれかの選択を自
動で制御することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の好適な実施形態について図面を参照しながら説明する。
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【００１５】
　図１は、本実施形態にかかる水処理装置としてのアルカリイオン整水器の全体構成を説
明する構成図である。図２は、流量切替弁を示す拡大断面図、図３は、流路切替弁の位置
を検知する検知手段を模式的に示す断面図、図４は、検知手段をレバーの裏側から見た図
であって、（ａ）は、アルカリ水モードが選択された状態を示す図、（ｂ）は、浄水モー
ドが選択された状態を示す図である。
【００１６】
　本実施形態にかかるアルカリイオン整水器（水処理装置）６は、原水からアルカリイオ
ン水や酸性イオン水を生成したり、原水を浄水したりする電解水生成装置として利用され
るものであって、水道水等の原水を処理するアルカリイオン整水器６を台所や厨房等の流
し台に設けられた水栓１に付設することで、アルカリイオン整水器６で処理された処理水
を吐水口２０から吐水できるようになっている。なお、このアルカリイオン整水器６は、
流し台上に設置してもよいし、流し台の内部に設置する、いわゆるビルトインタイプとし
てもよい。
【００１７】
　アルカリイオン整水器６は、図１に示すように、水道水等の原水を供給する水栓１に、
給水管（水路）５を介して接続されている。水栓１には、原水管２を介して、水切替ユニ
ット３が取り付けられており、この水切替ユニット３に設けられている水切替レバー４を
図１に示すように上下方向に回動させることで、原水をそのまま使用する「原水」側の位
置と、原水をアルカリイオン整水器６へ供給して浄水として使用する「浄水」側の位置と
を切り替えている。
【００１８】
　本実施形態では、水切替レバー４を上方に回動させると、水切替レバー４が「浄水」側
の位置となり、原水がアルカリイオン整水器６へ供給されるようになる。
【００１９】
　具体的には、水切替レバー４が「浄水」側の位置のとき、原水は、本体部（装置本体）
６ａ内の浄水カートリッジ１２に接続されている給水管５を介してアルカリイオン整水器
６の本体部６ａへ供給され、浄水カートリッジ１２内に供給されて浄水が行われる。
【００２０】
　ここで、本実施形態では、給水管５は、本体部６ａ内の浄水カートリッジ１２の上流側
で２つの水路に分岐した浄水水路８と電解水水路９とを備えており、当該２つの水路を選
択的に塞ぐ水路切替弁を有する水質切替レバー７を操作することにより、浄水水路８と電
解水水路９のうちの一方の側の水路が塞がれるとともに、他方の水路が連通されるように
している。本実施形態では、本体部６ａへ供給された水は、アルカリイオン整水器６を浄
水モードで使用する場合には、浄水水路８を通過して浄水カートリッジ１２内に供給され
、電解水モードで使用する場合には、電解水水路９を通過して浄水カートリッジ１２内に
供給されるようになっている。
【００２１】
　すなわち、水質切替レバー７は、アルカリイオン整水器から取り出す水を浄水またはア
ルカリイオン水のどちらにするかを選択するためのレバーである。
【００２２】
　さらに、電解水水路９には、定流量弁１０が設けられている。本実施形態では、定流量
弁１０は、樹脂等の硬質な材料で形成された有底円筒状のカップ部１０ａと、ゴム等の弾
性材料で形成され、中心部に連通路が設けられた略円筒状の弁１０ｂとを備えており、電
解水水路９を拡径させた拡径部９ａにカップ部１０ａを下流側に開口するように配置する
とともに、弁１０ｂを拡径部９ａのカップ部１０ａの開口側（下流側）に配置している。
【００２３】
　そして、カップ部１０ａに、スリット１０ｃを設け、水圧の変化によって電解水水路９
の開口面積を変化させるようにすることで、浄水カートリッジ１２に流入する水の流量が
一定となるようにしている。
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【００２４】
　具体的には、定流量弁１０に流入する原水の流量が上昇し、カップ部１０ａの受圧面１
０ｄにかかる水圧が高まると、弁１０ｂに当接しているカップ部１０ａのスリット１０ｃ
が弁１０ｂに押し付けられ、電解水水路９の開口面積が小さくなるようにしている。この
ように、受圧面１０ｄにかかる水圧が高まった場合に、電解水水路９の開口面積を小さく
することで、電解水水路９を通過して浄水カートリッジ１２に流入する原水の流量が一定
となるように調節している。
【００２５】
　このような定流量弁１０を電解水水路９にのみ設けることで、水質切替レバー７を操作
して浄水モードを選択した場合には、原水がそのまま浄水カートリッジ１２に流入される
ようにし、電解水モードを選択した場合には、原水が流量調節手段としての定流量弁１０
を介して浄水カートリッジ１２に流入させ、後述する電解槽１５に流入する水の流量を、
当該電解槽１５によるアリカリイオン水等の電解水の生成能力に応じた流量となるように
制限している。
【００２６】
　なお、カップ部１０ａに、水圧の変化によっても開口面積が変化しないスリットを設け
、水栓１から所定流量の原水を供給した際に、電解水水路９を通過して浄水カートリッジ
１２に供給される流量の方が、浄水水路８を通過して浄水カートリッジ１２に供給される
流量よりも少なくなるようにするだけでもよい。
【００２７】
　さらに、本実施形態では、電解槽１５よりも上流側かつ浄水カートリッジ１２よりも上
流側で浄水水路８および電解水水路９の２つの水路を合流させ、本体部６ａ内に供給され
た水が、浄水モード、電解水モードいずれの場合においても、合流水路１１を介して浄水
カートリッジ１２に供給されるようにすることで、１つの浄水カートリッジ１２を用いる
ことができるようにしている。
【００２８】
　この浄水カートリッジ１２は、原水中の残留塩素やトリハロメタン、カビ臭などを吸着
する活性炭及び一般細菌や固形不純物を除去する中空糸膜などを備え、原水を浄化して浄
水を生成する浄水部である。
【００２９】
　そして、浄水カートリッジ１２の下流には、流量センサ１３が設けられており、この流
量センサ１３により浄水の流量が計測される。また、流量センサ１３の下流には、グリセ
ロリン酸カルシウムや乳酸カルシウムからカルシウムイオンを浄水に添加して導電率を高
めるカルシウム供給部１４が設けられている。流量センサ１３で流量が計測された浄水の
一部は、カルシウム供給部１４を通過した後に、残部はそのままで、電解槽１５へ流入す
る。
【００３０】
　電解槽１５は、電解槽１５を二分して２つの電極室を形成する隔膜１６と、各電極室に
配置された電極板１７，１８を備えている。電解槽１５は、通常運転時には、後述するコ
ントローラ２４から電極板１７に負の直流電圧が供給され、電極板１８に正の直流電圧が
供給され、水の電気分解を行う電解部である。この結果、陰極側の電極室内にアルカリイ
オン水、陽極側の電極室内に酸性イオン水が生成されることになる。
【００３１】
　電解槽１５には、電極板１７側の水（電極板１７が陰極の場合、アルカリイオン水）を
吐水口２０から吐出する吐出管１９と、電極板１８側の水（電極板１８が陽極の場合、酸
性イオン水）と電解槽１５内の滞留水や電極板洗浄時のカルシウム、マグネシウムなどか
らなるスケールが溶出した洗浄水を排水口２３から排出するための排水管２１が接続され
ている。そして、排水管２１には、水質切替レバー７の操作と連動して開閉する切替弁２
２が設けられている。本実施形態では、切替弁２２は、水質切替レバー７を操作して浄水
モードを選択したときに閉じて、電解水モードを選択したときに開くように水質切替レバ
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ー７に連動させている。
【００３２】
　コントローラ２４は、アルカリオン整水器全体を制御すると共に、電極板１７，１８へ
印加する直流の極性及び電圧電流を制御して、電解槽１５による電気分解を制御する。ま
たコントローラ２４は、流量センサ１３が検出した流量信号に基づいて、通水の有無、及
び通水時の流量を検知する。
【００３３】
　さらにコントローラ２４は、演算部２４ａと、記憶部２４ｂとを備えている。演算部２
４ａは、アルカリイオン整水器６の動作状態である流量センサ１３が検出した流量値、及
び電極板１７，１８へ供給する電流値の積算値である積算電流値に基づいて、浄水カート
リッジ１２の寿命情報、及び電解槽１５の寿命情報を演算する。記憶部２４ｂは、演算部
２４ａが演算した寿命情報を記憶する。記憶部２４ｂは、ＥＥＰＲＯＭやフラッシュメモ
リ等を用いた記憶部であり、電源部２５からの電源供給が停止しても記憶内容が消えない
不揮発性の記憶部である。
【００３４】
　本実施形態において、記憶部２４ｂが記憶する具体的な寿命情報としては、浄水カート
リッジ１２の寿命情報と、電解槽１５の寿命情報とがある。さらにアルカリイオン整水器
６に寿命管理が必要な部品があれば、その部品の寿命情報も記憶部２４ｂに記憶すること
が可能である。
【００３５】
　浄水カートリッジ１２の寿命情報としては、浄水カートリッジ１２に通水した積算流量
値や浄水カートリッジ１２の交換後又は使用開始からの経過時間等が考えられる。したが
って、表示部２７ａにカートリッジ交換ランプを設け、積算流量値が所定の通水限度流量
値（例えば、１２０００リットル）、または、経過時間が所定の限界値（例えば、１年）
に達したときに、当該カートリッジ交換ランプを点灯させることで、浄水カートリッジ１
２の寿命が尽きたことをを知らせるようにすることが可能である。また、電解槽１５の寿
命情報としては、電解槽１５の通電時間の積算値である積算通電時間値を用いることが考
えられるため、電解槽１５の積算通電時間が８５０時間に達した際に、コントローラ２４
に電解槽１５の寿命が尽きたと判断させて表示部２７ａの図示せぬ水質表示ランプを点灯
させ、使用者に販売店または工事店に連絡するように促す表示を行うようにすることがで
きる。
【００３６】
　電源部２５は、電源プラグ２６から供給される商用交流電源のＡＣ１００Ｖから、コン
トローラ２４が動作するための直流電圧、及びコントローラ２４から電極板１７，１８へ
供給するための直流電圧に変換して、コントローラ２４へ供給する。
【００３７】
　パネル部２７は、表示部２７ａと、操作部２７ｂとを備えている。表示部２７ａは、コ
ントローラ２４に接続され、アルカリイオン整水器６の動作状態、及び記憶部２４ｂに記
憶された寿命情報を表示することが可能である。操作部２７ｂは、コントローラ２４に接
続され、アルカリイオン整水器６に対する動作設定が入力可能である。また、操作部２７
ｂは、コントローラ２４の交換時に、記憶部２４ｂに記憶された寿命情報を読み出す操作
指示、或いは、使用開始日に関連する日付情報、或いは保守作業日の日付情報を入力する
ことが可能である。
【００３８】
　このパネル部２７の表示部２７ａには、例えば、アルカリイオン整水器６が生成する水
質を表示するために、浄水ランプと、弱酸性ランプと、弱アルカリランプと、強アルカリ
ランプが設けられている。さらに、パネル部２７の表示部には、アルカリイオン整水器６
の状態として、弱酸性水またはアルカリイオン水を生成中であることを示す生成中ランプ
や、電解槽１５の洗浄中であることを示す洗浄中ランプや、電解槽１５の洗浄が必要なこ
とを示す洗浄お知らせランプや、浄水カートリッジ１２の交換が必要なことを示すカート
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リッジ交換ランプが設けられている。各ランプは、特に限定されないが、電力消費が小さ
く長寿命である発光ダイオードで構成するのが好適である。
【００３９】
　またパネル部２７の操作部２７ｂには、アルカリイオン整水器６に対する動作設定を入
力するスイッチが設けられている。例えば、アルカリイオン整水器６で生成する水質を指
示するために、弱酸性イオン水の生成を指示する弱酸性ボタンと、弱アルカリイオン水ま
たは強アルカリイオン水の生成を指示するアルカリボタンとを備えるようにすることが可
能である。
【００４０】
　さらにパネル部２７の操作部２７ｂに、浄水カートリッジ１２の交換後にカートリッジ
交換ランプを消灯させるとともに、コントローラ２４に対して、カートリッジ交換を認識
させ、浄水カートリッジ１２の寿命情報をリセットさせるリセットボタンを設けてもよい
。各ボタンは、特に限定されないが、防水性に優れたメンブレンスイッチで構成するのが
好適である。
【００４１】
　また、本体部６ａの外郭には、水路切替弁の位置を検知する検知手段３１が設けられて
いる。
【００４２】
　本実施形態では、例えば、マグネット２９が固定されたレバー２８を水質切替レバー７
に取り付け、レバー２８を回動させることで、水質切替レバー７の水路切替弁を回動させ
て浄水水路８と電解水水路９の一方の水路を選択的に塞ぐようにしている。
【００４３】
　そして、図４（ａ）に示すように、浄水水路８が水路切替弁によって塞がれている時に
、マグネット２９が近づくとともに、図４（ｂ）に示すように、電解水水路９が水路切替
弁によって塞がれている時に、マグネット２９が遠ざかる位置に、マグネット２９が発生
する磁力を検出する磁気センサ基板３０を設けている。この磁気センサ基板３０は、コン
トローラ２４に接続されており、コントローラ２４は、磁気センサ基板３０が検出した磁
気信号に基づいて、浄水モード、電解水モードのいずれが選択されたかを検知する。この
ように、マグネット２９と磁気センサ基板３０とが水路切替弁の位置を検知する検知手段
３１として機能している。
【００４４】
　次に、本実施形態における浄水動作及び電解動作について説明する。
【００４５】
　まず使用者は、パネル部２７の弱酸性ボタンとアルカリボタンとを使用して所望の水質
を生成するモードを選択し、レバー２８を回動させて本体部６ａの水質切替レバー７を所
望の水質に応じて浄水側又はアルカリ側に切り替え、水切替レバー４を浄水側へ切り替え
て、水栓１を開く。
【００４６】
　これにより、水栓１から供給された原水は、原水管２、水切替ユニット３、給水管５を
経て、本体部６ａに供給される。このとき、水質切替レバー７がアルカリ側である場合に
は定流量弁１０を通過して一定の流量に制限された原水が浄水カートリッジ１２へ供給さ
れ、水質切替レバー７が浄水側である場合には定流量弁１０をバイパスして流量制限され
ない原水が浄水カートリッジ１２へ供給される。浄水カートリッジ１２で浄化された浄水
は、流量センサ１３で流量が検出され、カルシウム供給部１４でカルシウム分が添加され
た浄水は、電解槽１５へ流入する。
【００４７】
　コントローラ２４は、流量センサ１３が検出した流量値が所定値を超えると通水開始を
認識して、流量センサ１３が一定の通過水量毎に発生するパルス信号のカウントを開始す
ることにより積算流量値の演算を開始する。またコントローラ２４は、通水開始を認識す
ると、パネル部２７および選択されるとともに検知手段３１で検知したモード（或いは水
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質）に応じて、電解槽１５への電圧印加を開始するとともに、通電開始から通電停止まで
の今回の通電時間の計測を始める。但し、浄水モードであれば、コントローラ２４は電解
槽１５の電極板１７、１８には電圧を印加せず、通電時間の計測もしない。そして、浄水
モードでは、水質切替レバー７の浄水側への切替に応じて切替弁２２は閉じられて排水管
２１による排水は停止し、電気分解されない浄水が電解槽１５から吐出管１９を介して吐
出され、利用可能となる。
【００４８】
　パネル部２７で選択されたモードが、強アリカリモードまたは弱アルカリモードであれ
ば、コントローラ２４は、電極板１７に負電圧、電極板１８に正電圧を印加して電解槽１
５に電気分解を行わせる。強アリカリモードでは、弱アルカリモードよりも電極板１７，
１８に通電する電流値が大きく、水の単位流量当たりの通電電荷量が大きくなり、この結
果、生成されるアルカリイオン水のｐＨ値が相対的に高くなる。この電気分解により生成
された強アルカリイオン水または弱アルカリイオン水は、陰極となった電極板１７を備え
た電極室から吐出管１９を介して吐出され、利用可能となる。このとき同時に、陽極とな
った電極板１８を備えた電極室からは、酸性水が切替弁２２及び排水管２１を介して排出
される。
【００４９】
　逆にパネル部２７で選択されたモードが弱酸性モードであれば、コントローラ２４は、
電極板１７に正電圧、電極板１８に負電圧を印加して電解槽１５に電気分解を行わせる。
この電気分解により生成された弱酸性イオン水は、陽極となった電極板１７を備えた電極
室から吐出管１９を介して吐出され、利用可能となる。このとき同時に、陰極となった電
極板１８を備えた電極室からは、アルカリイオン水が切替弁２２及び排水管２１を介して
排出される。
【００５０】
　所望の水質の水の利用が終わると、使用者は水栓１を閉じて、原水の供給を止める。原
水の供給が止まると、流量センサ１３が検出する流量値が所定値未満となり、コントロー
ラ２４は、止水を認識する。コントローラ２４は、止水を認識すると、電解槽１５への通
電を停止する。またコントローラ２４の演算部２４ａは、記憶部２４ｂに記憶した積算流
量値を読み出して、読み出した値に、今回の通水開始から通水停止までの積算流量値を加
算して、記憶部２４ｂへ上書きすることにより、記憶部２４ｂに記憶した積算流量値を更
新する。
【００５１】
　またコントローラ２４の演算部２４ａは、記憶部２４ｂに記憶した電解槽１５の積算通
電時間値を読み出して、読み出した値に今回の電解槽１５への通電時間値を加算して、記
憶部２４ｂへ上書きすることにより、記憶部２４ｂに記憶した電解槽１５の積算通電時間
値を更新する。
【００５２】
　コントローラ２４は、電解動作または浄水動作の終了後、記憶部２４ｂの更新後の積算
流量値と予め設定された浄水カートリッジ１２の通水限度流量値とを比較し、積算流量値
が通水限度流量値を超えていれば、カートリッジ交換ランプ（図示せず）を点灯させる。
さらに、コントローラ２４は、電解動作または浄水動作の終了後、記憶部２４ｂに記憶さ
れた浄水カートリッジ１２の使用開始日或いは前回交換日と、現在の日付とを比較し、１
年以上経過していれば、表示部２７ａに設けたカートリッジ交換ランプを点灯させる。
【００５３】
　以上、説明したように、本実施形態では、給水管（水路）５に、浄水水路８と電解水水
路９のいずれかを選択する水質切替レバー（水路切替手段）７を設けるとともに、電解水
水路９に、当該電解水水路９内を流れる水の流量を調節する定流量弁（流量調節手段）１
０を設けた。よって、電解水モード選択時に、電解槽１５に流入する水の流量を、当該電
解槽１５によるアリカリイオン水等の電解水の生成能力に応じた流量となるように制限す
ることができるため、電解槽１５の小型化を図ることが可能となり、アルカリイオン整水
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み電解槽１５に流入する水の流量を制限させているため、浄水モードを選択した際に浄水
の吐出流量が制限されることがなくなり、アルカリイオン整水器（水処理装置）６の使い
勝手を良好にすることができる。
【００５４】
　このように、本実施形態によれば、浄水流量の低下を抑制しつつ小型化を図ることので
きるアルカリイオン整水器（水処理装置）６を得ることができる。
【００５５】
　また、本体部６ａ内の電解槽１５よりも上流側かつ浄水カートリッジ１２よりも上流側
で浄水水路８と電解水水路９とを合流させているため、部品点数の増加を抑えるとともに
構成の簡素化を図ることができ、アルカリイオン整水器（水処理装置）６の製造コストを
削減することができる。
【００５６】
　また、本体部６ａの外郭に水質切替レバー（水路切替手段）７の水路切替弁の位置を検
知する検知手段３１を設けたため、アルカリイオン整水器（水処理装置）６の浄水モード
と電解水モードいずれかの選択を自動で制御することが可能となる。
【００５７】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態には限定さ
れず、種々の変形が可能である。
【００５８】
　例えば、上記実施形態では、浄水モードの際にも水が電解槽を通過する構成としたが、
電解槽を迂回する水路を設け、浄水モードの際には水が電解槽を通過しない構成とするこ
とも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の一実施形態にかかる水処理装置としてのアルカリイオン整水器の全体構
成を説明する構成図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる流量切替弁を示す拡大断面図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかる流路切替弁の位置を検知する検知手段を模式的に示
す断面図である。
【図４】本発明の一実施形態にかかる検知手段をレバーの裏側から見た図であって、（ａ
）は、アルカリ水モードが選択された状態を示す図、（ｂ）は、浄水モードが選択された
状態を示す図である。
【符号の説明】
【００６０】
　５　給水管（水路）
　６　アルカリイオン整水器（水処理装置）
　６ａ　本体部（装置本体）
　７　水質切替レバー（水路切替手段）
　８　浄水水路
　９　電解水水路
　１０　定流量弁（流量調節手段）
　１２　浄水カートリッジ
　１５　電解槽
　２４　コントローラ（制御部）
　３１　検知手段
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